
25類 

2501.00 １．塩（加圧下で凝結して塊状にしたもの）  

 

本品は、塩化ナトリウム（95％以上）にある種の天然塩中に見出されるような微量元素（マグ

ネシウム、銅、マンガン、コバルト等）を少量添加したもので、家畜用のなめる塩として使用さ

れる。  

 

 

2506.10 １．石英  

 

本品は、破砕したアラスカイト鉱石を機械選鉱処理にかけ、不純物を除去するため酸処理し、

水による洗浄後に残った水分を除去するため熱処理したもので、そのα－クオーツ構造は変化し

ていない。  

 

 

2523.90 １．水硬性セメント 

 

本品は、ポゾラン、フライアッシュ（飛灰）、石灰岩のようなセメント系材料を５％超混合した

ポートランドセメントから成る。 

通則１及び６を適用 

 

 

2530.90 １．くず  

 

本品は、凝結した天然又は人造の研磨材料製のグラインドストーン、砥石等（第 68.04 項）の

くずで、研磨材料の回収のみに適する。  

（通則４の適用による。） 

 

 

2530.90 ２．白色流動性粉末 

 

本品は、無水硫酸二ナトリウムの含有量が全重量の 99.2％を超えるものである。本品は、冬期

の低温によって天然の湖の塩水が結晶化したミラビライト（mirabilite）（硫酸二ナトリウム・10

水和物）の表面に野外において自然に形成されるテナルダイト（thenardite）（無水硫酸二ナトリ

ウム）を機械を用いて収集することによってのみ得られる。本品は、包装する前に、目開き 0.65mm 

のふるいに通される。 

通則１及び６を適用 

2833.11／１参照 


